
南イ ン ドとマ レー半島における
土地所有 について

水 島 司

は じめ に

イ ン ド文 明 が東 南 ア ジ ア の 古 代 国 家 の形 成 に 多 か れ少 な か れ 影 響 を与 え た こ と につ い て

は 、東 南 ア ジ ア各 地 に 分 布 す る遺 跡 の例 を 引 くま で も な く、既 に 明 らか で あ る1。 しか し、

現 代 に視 点 を移 して 東 南 ア ジ ア社 会 と南 ア ジ ア 社 会 を比 較 す る とき 、一 部 の 宮 廷儀 礼 に 残 さ

れ て い る ヒン ド ゥー 的 要 素 を別 とす れ ば 、両者 の 間 に は ほ とん ど類 似 点 を 見 出 す こ とが 出 来

な い。例 え ば 、イ ン ド社 会 の 特 質 と して挙 げ られ る ヴ ァル ナ 制 あ るい は カ ー ス ト制 を と って

み て も 、東 南 ア ジ ア の 極 く一 部 の 限 られ た 地 域 で そ の痕 跡 ら し き もの が か す か に 見 え る だ け

で あ る。 この イ ン ド化 の 問題 に つ い て 、近 年 は 、東 南 ア ジア側 が イ ン ド文 明 を 主体 的 に 部 分

的 ・地 方 的 に選 択 して お り、そ の 際 に 杜 会 構 造 とは 距 離 の あ る 部 分 が 選 択 され た とい う議論

が 行 われ て い る よ うで あ る2。 この よ うな 議 論 が な され な け れ ば な ら な い 一 つ の 理 由は 、 現

時 点 で 両地 域 の 間 に あ ま りに類 似 性 が 欠 如 して い る か らで あ ろ う。両 地 域 聞 の交 流 が 、それ

ぞ れ の社 会 に どの よ うな 蓄 積 を重 ね て現 在 に 至 っ て い るか とい う問 題 を解 明 し、そ して そ こ

に ど の よ うな 地域 発 展 の 固 有 性 が 見 られ る の か とい う問題 を議 論 す るに は 、古 代 か ら現 在 に

至 る まで の空 白 の 部 分 を歴 史 的 に解 明 す る と と もに 、現 在 の 両 地域 に 関す る実 証 的 な比 較 作

業 の 積 み 重ね が 必 要 で あ る。

本 稿 は 、イ ン ドと東 南 ア ジア の 地 域 特 性 の 比 較 とい う問題 を 、南 イ ン ドとマ レー 半 島 にお

け る ±:地所 有 とい う側 面 か ら探 ろ う とい う試 み で あ る。こ こ で南 イ ン ドとマ レー 半 島 を対 象

と して と りあ げ る の は 、イ ギ リス植 民 地 統 治 の 下 で 両地 域 で 形 態 的 に極 め て酷 似 した 土 地 制

度 が 実 施 され た か らで あ る。即 ち、い ず れ の 地 域 に お い て も 国家 的 土 地所 有 が は じめ に 創 設

され 、こ の国 家 的 ±:地所 有 の 下 で 土 地 が 網 目状 に 区 画 され 、個 々 の地 片 に 対 して税 額 等 が 設

1東 南 ア ジア の 古代 に お け るイ ン ド化 をめ ぐる諸 問題 につ い て は
、池端1994第1章 所 収 の 各 論文 参 照。 な

お 、本 稿 の作 成 に あた って は 、平 成5-6年 度 の2ヶ 年 に わ た り、東 南 ア ジア 研究 セ ンタ ー 主宰 の 重 点領 域

研 究 「地域 発 展 の 固有性 」 の公 募 研 究 「複合 社 会 の形 成 原 理 に 関す る 基礎 研 究」(課 題 番 号06206103)と

して研 究費 の補 助 を受 け た。 同研 究 にお い ては 、 地域 比 較 に 関す る多 くの学 問的 示 唆 を 受 け る こ とが 出来

た 。 こ こ に記 して謝 意 を表 した い 。

2深 見純 生1994:54 -56 .
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定 され 、そ の 地 片 に対 す る地 代(実 質 的 に は 地 税)の 納 入者 が 土 地 保 有者(実 質 上 の 土 地 所

有 者)と され た の で あ る3。

少 な く とも 形 態 面 で は 、こ の よ うに 、両 地域 で 酷 似 した 政 策 が と られ た 。 しか し、そ の 実

施 時 点 の 実 態 とそ の 後 の展 開 を 以 下 に検 討 す る よ うに個 々 の村 落 レ ヴ ェル で 見 て み た 場 合

に 、様 相 が 全 く異 な る こ とが 明 らか に な って く る。お そ ら く 、共 通 の 政 策 の 下 で の 差 異 の 諸

側 面 を探 る作 業 の 中で 、両 地 域 の 特 質 を明 らか に し よ う とい う本 稿 の 意 図 も実 現 され るの で

は な か ろ うか 。

本 稿 で は 、この 問 題 を 、南 イ ン ドにつ い て は1970年 代 末 か ら80年 代 初 頭 に か け て 実 施 し

た タ ミル ナ ー ド州 テ ィル チ ラ バ ッ リ県 のネ イ ク ラ ム 村 お よび マ ン グ デ ィ村 の 調 査 結 果 とそ

の 報 告 書[Mizushima1981;Mizushima1983]を 、 マ レー 半 島 につ い て は1990年 代 初 頭 に 実

施 した ペ ラ 州 ク ア ラ ・カ ン サ ル 地 域 の ジ ャ ム ア ン村 に つ い て の 調 査 結 果 とそ の 報 告 書

[匝zushimal995]を 利 用 して 検 討 してみ た い。

マ レー 半 島 ジ ャ ム ア ン村 に お け る土 地 保 有構 造 の 特 徴

ジ ャ ム ア ン村 は 、マ レー 半 島 西海 岸 の ペ ラ 州 に 位 置 す る集 落 で あ る。ペ ラ は 、海 峡 植 民 地

を 除 けば マ レー 半 島 で 最 も早 い 時 期 にイ ギ リス植 民 地 統 治 下 に 入 った 地 域 で あ り、グ ラ ン ト、

つ ま り土 地 を 地 片 に 区 画 して そ れ を個 々 の農 民 に割 り当 て て 土 地 保 有 権 を設 定す る と い う

作 業 が ユ890年 代 半ば か ら進 ん だ。

ジ ャム ア ン村 で の グ ラ ン トに は 幾 つ か の特 徴 が あ る。まず 、グ ラ ン トの 進 展 状 況 か ら検 討

して み た い。 今 日、 家屋 は 河 川 に 平 行 して か な り間隔 を とっ て 並 ん で い るが 、お そ ら く100

年 前 に は現 在 よ り もい っそ う疎 な形 で 同様 に 分布 して い た もの と思 われ る。これ らの居 住 区

域 お よび 家 屋 の周 辺 は 、通 常 ドゥス ン ま た は ク ブ ン と呼 ばれ る 果 樹 地 と な っ て い る。 この 部

分 と、 小 さな川 が 流 れ る低 地 の 水 田部 分 とが 、 早 い 時 点 つ ま り19世 紀 末 頃 ま で に グ ラ ン ト

され て い る。他 方 、今 世 紀 に 入 って ゴ ムが 急 激 に 面 積 を 増や す の で あ る が 、それ らは 、河 川

と居 住 地 域 を挟 ん で 反 対 側 の 内 陸側 の地 域 に 分布 して い る。これ らの ゴ ム の 土 地 の グ ラ ン ト

が 進 む の は、 今 世 紀 に 入 って か らで あ る。 こ う した グ ラ ン トの 過 程 を経 て 、1910年 代 中 頃

に は 村 の未 保 有 地 は 、ほ ぼ 消 滅す る。マ レー シ ア 全 体 で 見 れ ば 、現在 に お いて さ え広 大 な未

耕 地 が 残 され て い るの で あ るが 、ジ ャム ア ン村 の よ うに イ ギ リス の支 配 が 比 較 的 早 い時 期 に

開 始 され た 地域 の お 膝 元 と も言 え る村 とそ の 近 辺 で は 、既 に今 世 紀 始 め に は未 所 有 地 は 消 え

て い た こ とに な る。 な お 、 この1910年 代 中頃 とい う時 期 は 、後 に検 討 す る南 イ ン ドの村 で

3マ レ ー 半 島 の 土 地 制 度 に っ い て は
、Buang1989;Das1963;CowgiH1928;Kratoska1985;Noor1922;

Senftleben1976;WilsoI1正975;Wong1975;水 島1994b等 を 参 照 。
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の 未 所 有 地 消 滅 の 時 期 と重 な る。

次 に 、 グ ラ ン ト時 点 で の 土 地保 有 に 関 す る幾 つ か の特 徴 に つ い て 見 て お こ う。第1は 、グ

ラ ン トを受 けた 人 数 の全 人 口 に 占 め る比 率 が 極 め て 大 き い こ とで あ る。グ ラ ン トを 受 けた 総

数 は321人 で あ る。グ ラ ン ト当 時 の ジャ ム ア ン村 の 人 数 が どの 程度 か に つ い て の 資料 が な い

た め 、321と い う数 値 の 意 味 を正 確 に知 る こ とは 出 来 な い 。た だ し、1992年 の 調 査 時 点 で は 、

子供 も含 め た 総 人 口は482人 で あ っ た。 この 数 値 か ら類 推 す る 限 り、この 間 に相 当 な 人 口増

加 が あ っ た で あ ろ う こ と を考 慮 に 入 れ な く とも 、先 の 数 値 は全 人 口の か な りの割 合 を 占め て

い た こ と を示 唆 して い る。お そ ら く、どの 世 帯 も例 外 な く 土 地 を保 有 して い た の で は な か ろ

うか 。 こ の こ と と関連 す るの が 、第2の 特 徴 、即 ち女 性 土 地保 有者 の 比 率 の 高 さで あ る 。全

483エ ー カ ー の グ ラ ン ト地 面積 の 内 、ほぼ 半 分 の236エ ー カ ー が 女 性 に グ ラ ン トされ て い る

4
。 こ の 女 性 土 地 保 有者 の 割 合 の 高 さは 、 世 帯 主 以 外 の 土 地 保 有 者 が 例 外 的 で は な か っ た こ

と も示 唆 して い よ う5。 この よ うな特 徴 は 、 後 に紹 介 す る 南 イ ン ドの 村 とは 極 め て 対 照 的 で

あ る。

第3の 特 徴 は 、一 人 当 た りグ ラ ン ト地 片数 が 少 な く 、しか も保 有 規 模 が小 さい こ とで あ る。

全321人 の 内 、257人(8割)が 一 つ の地 片 の み 、53人 が2地 片 のみ を グ ラ ン トされ て い る

(表1参 照)。 つ ま り、保 有 地 の 多 く が分 散 す る こ とな く保 有 され て い た とい う こ とに な る。

面積 で 見 て み る と 、一 人 当た りの グ ラ ン ト面 積 は 、最 大 で も9エ ー カ ー に 満 た な い(表2参

照)。 大 半(307人)が4エ ー カー 以 下 の グ ラ ン ト(そ の 内 、1エ ー カ ー 以 下 が154人)で

あ る6。 この 保 有 規 模 の 小 さ さ と格 差 の小 さ さは 、 や は り南 イ ン ドの村 と対 照 的 で あ る。

以 上 の 幾 つ か の 点 か ら、ジ ャ ム ア ン村 に 導 入 され た 土地 制 度 が生 み 出 した の は 、お そ ら く

全 て の 世 帯 が 小 さ なひ とま とま りの 土 地 を そ れ ぞ れ 保 有 す る とい う構 造 、っ ま り、極 めて 人

4後 に 論 ず る よ うに
、 その 後 の 土地 取 引 にお い て も 、女 性 の 比率 は 一 貫 して5割 前 後 を 占め てい る。

5こ の 数値 は住 居 地 も含 ん だ 数値 で あ るの で
、 農地 部 分 だ け を考 慮 してい る南 イ ン ドのネ イ ク ラム村 や マ

ン グデ ィ村 の場 合 とは幾 分 条 件 が異 な る こ とに 注意 しな けれ ばな らな い。 た だ し、 ネ イ ク ラム 村 や マ ン グ

デ ィ村 の場 合 は 、他 の大 半 の 南イ ン ド農村 の 場合 と 同 じ様 に居 住 区 が1ヶ 所 に小 さ くま とま った 塊村 形 態

で あ り、 個 々の 家屋 地 の面 積 も極 めて 小 さく、屋 敷 地 の 中 で農 業 が行 われ た り果 樹 が 育 て られ る とい うよ

うな こ とは ない 。 それ に対 して 、 ジ ャム ア ン村 の場 合 に は散 村 形 態 で あ り、 個 々の 家屋 は南 イ ン ド農 村 の

家 屋 とは 比較 にな らな いほ ど広 い果 樹 地 に囲 まれ て い る。 そ して、 そ の果樹 地 か ら、バナ ナ や ドゥ リア ン、

マ ン ゴス テ ィ ンな どの果 物 を得 てお り、 したが って 、 居 住地(と そ の周 縁 の 果樹 地)も 生産 農 地 と考 え る

こ とが 出 来 る。

6こ の 状 況 は
、 ジャ ム ア ン村 だ けで は な く、 クア ラ ・カ ン サル の 一般 的状 況 で あ った よ うで あ る。 ス ウ ェ

ッテ ナ ム に よれ ば 、1エ ー カ ー の 良い 米 作地 が あれ ば 、マ レー 人1家 族4人 の1年 分 の 主食 に充 分 で あ る。

ま た、4エ ー カー の 土 地で あれ ば 、雇 用 労働 力 無 しで1家 族 が耕 作 可能 で あ る。 そ して 、 クア ラ ・カ ンサ

ル県 の 圧 倒 的 多数 の保 有 が 、1エ ー カ ー 以 下で あ った とい う[Swettenha皿1894:8para.17]。
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表1 ジ ャムア ン村 での グラ ン ト地片 数1

地片数 土地保有数
1 257

2 53

3 9

4 1

5 1

6一 nil

Total 321
1

出典 Mizushima 1995:TableIII-3.

表2 ジ ャムア ン村 での グラ ン ト面積
1 1

面積(エ ー カ ー) 土地保有数
0-1 154

1-2 82

2-3 48

3-4 23

4-5 7

5-6 i

6-7 3

7-8 1

8-9 z

9一 nib

Total 321
1 1

出典 Mizushimal995:TableIII-3.

工 的 に生 み 出 され た 小 農 的 土 地保 有 で あ っ た と い うこ とが わ か る。重 要 な の は 、この 小 農 的

土 地 保 有 とい う構 造 が 、そ の後100年 前 後 を 経 た 現 在 ま で 続 い て きた とい う事 実 で あ る。こ

の こ とを証 明 す る資 料 とな る の が 、土 地 取 引 の記 録 、つ ま り登 記 簿 で あ る。分 析 に 用 い た 登

記 簿 に は 、1907年 か ら1992年 の 時 点 ま で の 土 地 取 引 が継 続 的 に 記 録 され て い る 。そ こに 記

され て い るジ ャ ム ア ン村 関係 の 計3,106件 の 土 地 移 動 を集 計 分 析 し、1992年 の 時 点 で ど の

よ うな 土 地保 有 規 模 分 布 を産 み 出 した か を 見 て み る と 、表3の よ うに な る。 こ の表 は 、個 々

の 土地 保 有者 に つ い て 、グ ラ ン トや 相 続 、売 買 に よ っ て この 間 に 何 工 一 カー の 士 地 を 入 手 し、

あ る い は何 工 一 カ ー の土 地 を 手放 した か を 示 した も ので あ る。表 か ら明 らか な よ うに 、極 く

わ ず か な例 外 を除 い て ほ とん どが10エ ー カー 以 下 の 取 引 で あ り7、 大 半 が1-2エ ー カ ー 以

下 とな っ て い る。つ ま り、 と りわ け 土 地 を集 積 した も の も お らず 、 と りわ け 土 地 を 喪 失 した

も の も い な か った わ け で あ る。そ の結 果 、現 在 で は 最 大 で も5エ ー カ ー の 土 地保 有者 が 数 人

7比 較 的 に規 模 の 大 き な取 引 をお こ なっ たの は 、 ク ア ラ ・カ ンサ ル の町 に店 を構 え てい た 南イ ン ド出 身 の

著 名 な 金 融業 コ ミュ ニ テ ィー で あ るナ ッ トゥコ ッタイ ・チ ェ ッテ ィヤー ル 達 で あ る。

9



い る だ け で あ り、 大 半 が2エ ー カ ー 以 下 の 保 有 規 模 とな っ て い るに 過 ぎ な い8。つ ま り、100

年 前 も現 在 も、±:地保 有 規 模 構 成 は あ ま り変 わ って い な い の で あ る。この 変 化 の 無 さ こそ が 、

表3ジ ャムア ン村 での 土地移動

面積 規模(エ ー カー) 総喪失者数 総取得者数 最終的人数
19-r20

18^一19

17^一18

16～17 i i

15～16

14～15

豆3～14

12～ 正3 3 z

11～12 2 2

10^一11

9^r10 7 7

8^一9 12 13

7～8 9 ti

6～7 3 9 1**

5^一6 13 14

4^'5 32 42 z

3^一4 64 84 15

2～3 141 176 34

1～2 240 336 125

0～1 623 1001 672

一1^一 〇 62* 131* 1011*

一2^一 一1 is*

一3^一 一2 4*

^一 一3 1*

総計(人 数) 1212 1824 853

最大 面積(エ ー カー) 16.93 正6.93 6.53

出典:Mizushi鵬a1995b:TableIV-1.

注:表 は 、1907年 か ら1992年 の 間に 、各面積 規模 毎 に、土地 を取得 した者 が何 人 いたか 、土地 を

喪失 した者 が何 人 いたか 、最終 的 に1992年 時 点で何 人の保 有者 がい たか を、取 引 に登 場す る全 人

名 を名 寄せ す る こ とに よっ て計算 した もので ある。

*:総 取得 面積 か ら総 喪失 面積 を差 し引 いた場 合 には、 本来 マイナ スの 数値 には な らないはず で あ

るが 、表 でマ イナ スを示 す数 値が あ るの は、1.こ の間 に測 量の し直 しが あ り、地 片の 面積 が改 訂

され た場合 が 多い 、2.一 つ の地片 が複数 に よっ て保 有 され てい る場合 があ り、そ れ らは この表 で

分割 して名 寄せ してい ない 、3.土 地台帳 の一 部 が破 損 して いる ため に、面積 を特 定で きな い場合

が ある 、4.登 録 時 に ミスが あ るか、水 島に よる名 前の 同定 作業 に ミスがあ る可能 性が あ る、等 の

理 由に よる。 名 前の 同定 作業 の障害 とな る点 につい ては 、Mizushima豊995b:53note42で 詳 しく

記 した。

**=墓 地 であ り、墓 地 と して グラ ン トされ て以 降は 、取 引の対象 となってい な い。

8こ の数 値 は、 村 外 に所 有 して い る土 地 を含 ん で い ない 。 実 際 には 、 近年 何 人 か がペ ラ河 上流 の 新 規 開発

地 を入 手 し、 ドリア ン の栽 培 等 を 行 って い る。
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ジ ャ ム ア ン村 の 最 大 の 特 徴 で あ る。

も ち ろ ん 、この 間 に ジ ャ ム ア ン村 の 土 地保 有 構 造 に全 く変 化 が なか っ た わ けで はな い。既

に記 した よ うに 、1910年 代 中 頃 に は グ ラ ン トに よ る 土 地保 有 面積 の 拡 大 の 可 能性 は ほ とん

ど消 え 去 っ て い る し、そ の後 の売 買 ・相 続 等 の取 引 に よ っ て 土 地保 有 の 細 分 化 も進 ん で い る。

そ う した変 化 に もか か わ らず 、 基 本 的 な村 の 土 地保 有 構 造 は 変 化 しな か っ た の で あ る。

こ の変 化 の 無 さは 、言 うま で も な く、それ 自身 不 自然 な もの で あ る。 なぜ な ら、 ゴム ブ ー

ム に よ っ て 今 世 紀 初 頭 か ら土 地 投 機 が発 生 し、ジ ャ ム ア ン村 に お い て も多 くの 土 地 が 南 イ ン

ド出身 の 金 融 業 コ ミュニ テ ィー で あ るナ ッ ト ゥコ ッ タイ ・チ ェ ッテ ィヤ ー ル に よっ て 抵 当化

され て い るか らで あ る。 これ が進 め ば 、イ ン ドで も広 く見 られ た よ うな農 民債 務 を 媒 介 に し

て の 土 地移 動 と農 民 層 分 解 が 生 じた で あ ろ う。 この 動 きは 、 しか し、1913年 に マ レー保 留

地 法 、つ ま りマ レー 人 の み が 土 地保 有者 とな り うる法 律 が 通 過 す る こ とに よ り消 え て しま う。

この 法 律 は 、単 に 非 マ レー 人 の保 留 地 内 で の 土 地保 有 を 禁 止 した だ け で は な く、そ れ に よっ

て 土地 の 担 保 価 値 を奪 い 、 村 外 か ら の資 金 の 流 入 を止 めて しま っ た の で あ る9。 ア ジ ア 地 域

で 極 め て 普 遍 的 に 見 られ る農 村 金 融 の流 れ の 停 止 は 、マ レー農 村 と外 部 世 界 との 関 わ りの 度

合 を大 き く低 下 させ 、そ の 結 果 、内 部 で の 階層 変 動 が 抑 止 され 、小 農 的 土 地 保 有構 造 が維 持

され た の で あ る。

南 イ ン ドネ イ ク ラ ム 村 ・マ ン グ デ ィ村 の 土地 保 有 構 造 の 特 徴

それ で は 、南 イ ン ドの 村 で は 、 どの よ うな 事 態 が 見 られ た のだ ろ うか。南 イ ン ドでイ ギ リ

ス の植 民 地 支 配 が 確 立 す る の は19世 紀 の初 頭 で あ り、初 期 の 様 々 な 政 策 の試 行 期 を経 て 、

1810年 代 に は ライ ヤ ッ トワー リー 制 と呼 ば れ る 土地 制 度 が 実 施 され る こ と に な る。 世紀 前

半 に は ま だ 幾 つ か の 地 域 で 例 外 的 な措 置 が と られ る場 合 が あ っ た が 、世 紀 後 半 に は この制 度

が 全 域 で確 立 す る。この 確 立 され た ラ イ ヤ ッ トワー リー 制 の 下 で は 、マ レー 半 島 の 場合 と同

じく 、土地 が無 数 の 地 片 に区 画 され 、そ れ ぞ れ の 税 額 が 設 定 され 、そ の 地 片 の税 額 の納 税 者

が 土 地保 有 者 と され た 。 しか しな が ら 、そ こで の 土 地 保 有 の 実 態 は 、ジ ャ ム ア ン村 の場 合 と

は 根 本 的 に 異 な る もの で あ っ た。 以 下 、順 に 見 て い きた い 。

最 初 に 、土 地 の グ ラ ン トに つ い て 検 討 す る。南 イ ン ドの 場 合 に も、マ レー 半 島 と同 じ様 に 、

国 家 的 ±:地所 有 制 度 の 下 で無 所 有 地(制 度 的 に は 国 家 の 土 地)が 農 民 に 割 り当 て られ る こ と

に な っ た。村 の す べ て の 土地 に対 す る 占 有 地 の 比 率 をマ ン グデ ィ村 の 例 で 見 て み る と、最 初

の記 録 で あ る1864年 作 成 の 土 地 台 帳 で は31%と な っ て い る。 この数 値 は 、耕 作 可 能 な 非 占

有 地 の 割 合(47%)よ り もは るか に 小 さい 。 しか し、 この 占有 地 の 非 占有 地 に 対 す る比 率 は

9こ の 問 題 に っ い て は
、Voon1976;Voonl977。
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徐 々 に逆 転 して い き、1898年 に は46%対34%、1924年 に は61%対8%と な っ て 、 耕 作 可

能 な 非 占有 地 は ほ とん ど消 え て しま う。

この グ ラ ン トの 進 展 状 況 が どの 程 度 一 般 的 で あ っ た か とい う点 につ い て 、ネ イ ク ラ ム 村 や

マ ン グデ ィ村 の存 在 す る ラー ル グデ ィ郡 を 乾燥 地域 、灌 概 地 域 、両者 の 中 間 地 域 に 分 け 、そ

れ ぞ れ5村 、14村 、7村 を選 ん で 土地 台 帳 を集 計 した柳 沢悠 氏 の 研 究 が あ る[柳 沢199i]。

そ れ に よれ ば 、 乾燥 地域 で1860年 代 に2,290エ ー カ ー あ っ た耕 作 可 能 な 非 占有 地が 、1890

年 代 の309エ ー カ ー を経 て1920年 代 に は262エ ー カ ー に減 り、 中間 地 帯 で は 、1860年 代 の

1,346エ ー カ ー が 、1890年 代 の116エ ー カ ー を経 て1920年 代 の73エ ー カ ー に 、灌 概 地域 で

は 、1860年 代 の287エ ー カー が 、1890年 代 の21エ ー カ ー を経 て1920年 代 の16エ ー カ ー へ

とそ れ ぞ れ 減 少 して い る。つ ま り、大 体 に お い て 、灌 概 地域 と中 間 地 域 で は前 世 紀 末 に 、乾

燥 地 域 で は 今 世 紀 の始 め 頃 に 耕 作 可 能 な未 耕 地 が実 質 的 に な くな っ た と い う こ とで あ る。

以 上 の よ うに 、グ ラ ン ト終 了 の 時 期 的 特 徴 は ジ ャ ム ア ン村 と さ して 変 わ らな い。グ ラ ン ト

に 関 して 根 本 的 と言 っ て よい ほ ど異 な るの は 、それ が排 他 的 に行 わ れ た こ とで あ る。残 され

て い る最 初 の 記 録 は1860年 代 の 土 地 台 帳 で あ る の で 、19世 紀 前 半 の グ ラ ン トの 様 子 は わ か

らな い 。 しか し、 土地 台帳 の 数 値 を 集 計 す る と、ネ イ ク ラ ム村 ・マ ン グ デ ィ村 の い ず れ に お

い て も、1860年 代 の時 点 で 占 有 地 の77%一78%を レ ッデ ィヤ ー とい うカー ス トが 保 有 して い

る。 つ ま り、 特 定 の カー ス トに 独 占的 に 土 地 が 集 中 して い るの で あ る。19世 紀 前 半 に は 、

そ の 比 率 は さ ら に高 か っ た で あ ろ う。

イ ン ドの 農 村 、 と りわ け 互 い に距 離 を と っ て分 布 す る乾 地農 村 の 場 合 に は 、 一 つ の村 に

20か ら30の カー ス トが集 ま っ て い る。 した が っ て 、何 らか の 規 制 が働 か な い限 り、 この よ

うな 、一つ の カ ー ス トが 村 の ほ とん どの 土地 を独 占的 に 保 有 す る と い う事 態 は 生 じな い は ず

で あ る。地片 毎 に 査 定 され た 税 を負 担 す る者 が そ の ま ま土 地 保 有 者 とな る とい う原 則 に も 関

らず 、ネ イ ク ラム 村 や マ ン グデ ィ村 に 見 られ る よ うに、特 定 カ ー ス トが 土 地 を排 他 的 に 独 占

し、他 の カ ー ス トには 土地 保 有 を許 さな い とい う、個 々の 地 域 で 歴 史 的 に培 われ て き た 力 関

係 が作 用 して い た の で あ る10。

重 要 な の は 、こ う した特 定 カ ー ス トに よ る 土 地 の 独 占が 、そ の 後 急 速 に崩 れ て 現在 に 至 っ

て い る とい う点 で あ る。簡 単 に数 値 だ け を あ げ てお く と、 レ ッデ ィヤ ー の 占有 割 合 は 、ネ イ

ク ラ ム村 の 場 合 、1860年 代 、1890年 代 、1920年 代 、1980年 代 の そ れ ぞ れ の 時 点 で 、77%→

loな ぜ 規 制 が必 要 で あ っ た か につ いて は 既 に別 稿 で 論 じてい る の で、 こ こで は 、荒 蕪 地 の保 有 地 へ の繰 り

入 れ に よ る経 営 適 正規 模 の 維 持 、他 カー ス トの者 を 土地保 有 か ら排 除す る こ とに よっ て容 易 に な る労 働 力

の 確 保 、農 業 と並 ん で重 要 な 生産 活 動 で あ る家 畜 の飼 料 地 と して の 荒蕪 地 維持 の重 要性 の 三点 をあ げ てお

く。 詳 し くは 、Mizushi皿a1983:69-74.
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表4ネ イ ク ラム村 にお け る1865年 時点 での カー ス ト別 土地保 有面積 分布(エ ー カー)

カ ー ス ト名 計 12 3456789101112131415161718192021222324252627

レツデイ ヤー 75 757344456 33613 3 1333丑

ガ ウンダ ー 16 4525

不可触民 isi2 13

ム ッパナ ール 9 zsi

ウダイヤ ール 4 izi

その他 nil

計(人 数) 120251815944456 33613 3 13331

資料: Settlement RegisterofNeykulam, 1865.

71%→60%→44%へ と落 ちて きて い る。マ ン グデ ィ村 で も、同様 に78%→60%→40%→27%

へ と落 ちて き て い る。これ に 対 して 、ガ ウン ダ ー と呼 ば れ る羊 飼 い カ ー ス トは 、ネ イ ク ラ ム

村 で6%→4%→14%→26%へ 、不 可 触 民 諸 カ ー ス トは 、5%→7%→8%→13%へ と増 大

して い る。マ ン グデ ィ村 で も 、ガ ウン ダ ー が0%→2%→12%→18%へ 、不 可触 民諸 カ ー ス

トは 、1%→9%→17%→19%へ と増 大 して い る。っ ま り、特 定 カ ー ス トに よ る 土地 の独 占

体 制 が 崩 れ 、かつ て ゼ ロに 近 い 複 数 の カ ー ス トが保 有 地 を 増 や して い る。単 一 カ ー ス トの 排

他 的 土 地 所 有 が 劇 的 に崩 れ る とい う変 化 が 起 き て い る わ け で あ る。

この 点 につ い て は 、後 に今 一度 論 ず る こ と と し、次 に 、個 々 の 土 地保 有 者 が どの程 度 の 土

地 を 保 有 して き た の か とい う点 につ い て 、ネ イ ク ラ ム村 の 事 例 で 検 討 してみ よ う。 表4は 、

1865年 の時 点 で個 々 の 土 地 保 有 者 が 保 有 して い る面積 を カ ー ス ト別 に集 計 した もの で あ る。

この 表 か ら 、まず 圧 倒 的 に レ ッデ ィヤ ー の 土地 保 有 者 が 多 い こ とが 見 て とれ る が 、そ れ よ り

も特 徴 的 な の は 、保 有 面積 に 大 き な格 差 が あ る とい う点 で あ る。 この 村 は 、乾 地農 村 の 多 く

が そ うで あ る よ うに 、生 産 性 の 高 い わず か な 面 積 の 貯 水 池 灌 概 地 ・井 戸 灌 概 地 と、生 産 性 が

低 く不 安 定 な そ れ 以 外 の 非 灌 概 地 か ら成 っ て い る た め 、必 ず し も保 有 面 積 と比例 した格 差 が

あ るわ け で は な い。 しか し、そ う した要 素 を加 味 して もな お 、 ジャ ム ア ン村 とは 比較 に な ら

な い 格 差 が あ る こ とが 見 て とれ よ う。 しか も 、こ の表 に は 記 され て い な い 全 く 土 地保 有 とは

無 縁 の 者 が 存在 して い た こ と に も注 意 して お か な けれ ば い けな い11。

11レ ッディヤーの間でさえ存在す るこの保有規模格差が何に起因するものであるか にっいて明確な答 えを

求めることは出来ないのであるが、一つの要因と して、.世帯 内の男子労働 力の多寡をあげることができる。

資料 を示すことは しないが、レッディヤーに関す る限 り、世帯内の男子労働力の数 と保有面積 には、ある

程度 の関連が見られ る。乾地農村では、作物の種類が灌概農村 と比べて圧倒的に多 く、加 えて家畜経営 も

重要であることから、農業経営は極めて手間のかかる内容 となってい る。働 き手の数が少なけれ ば、仮に

多 くの土地があってもそ こでの生産は困難であ り、単に地税負担がかかるだけで ある。 逆に働き手が多 け

れ ば、より多 くの土地の管理が可能である。 これは、雇用労働力 を想定 しても、おそ らく該 当する事態で

ある。働 き手の多寡 が保有面積 をかな り規定 していた ものと考 えてよいだろ う。ただ し、この ことは、家

族労働力 の増減 と経営面積が対応 しながらサイク リカルに増減するとい うチャヤ ノフの議論 をそのまま肯

8



この こ と と関 連 す る の が 、個 々 の 土 地保 有者 の 士 地 が 分 散 して い る とい う特 徴 で あ る。ジ

ャ ム ア ン村 とは 対 照 的 に 、ネ イ ク ラ ム村 にせ よマ ン グデ ィ村 にせ よ 、一 人 の 土 地保 有 者 が 保

有 して い る 土 地 は あ ち こち に分 散 して い るの が 普 通 で あ る。 家 系 図 か ら分 析 す る と、1865

年 の 時 点 で は 一 つ の 世 帯 に一 人 の 士 地保 有 者 しか 存 在 して いな い状 況 な の で あ るが 、そ の 保

有 地 は い くつ もの 地 片 か ら構 成 され て い た わ け で あ る。この 点 も 、ジ ャ ム ア ン村 の場 合 と大

き く異 な る 特 徴 で あ る。

ネイ ク ラ ム 村 あ る い は マ ン グデ ィ村 の 土 地保 有 に は 、ジ ャ ム ア ン村 に は 見 られ な い ま だ 幾

つ か の 特徴 が あ る。 女 性 の 土 地 保 有 者 の 少 な さが そ の一 つ で あ る。 例 え ば 、1865年 の 土 地

台帳 で は 女 性 の 土地 保 有 者 は 全 く見 られ な い 。この 傾 向 は 、先 に引 用 した柳 沢 氏 の研 究 か ら

も明 らか で あ る。 そ れ に よれ ば 、 水 田地 帯 の 場 合 、1865年 の 女 性 の 土 地保 有 面 積 は 計126

エ ー カ ー(全12,264エ ー カー の1%)に 過 ぎ な い。 これ は 中 間 地 帯 で も同 じで 、全29,8ig

エ ー カ ー 中 の341エ ー カ ー を女 性 土地 保 有 者 が 占 有 して い るに 過 ぎな い12。 女性 の 土 地保 有

は 、あ くま で 例 外 的 な も の で あ っ た の で あ る。 この 状 況 は 、先 に 記 した よ うに 、女性 の 土 地

保 有 が そ もそ もの 始 めか ら現 在 ま で 一 貫 して5割 前 後 を 占め て きた ジ ャ ム ア ン村 と、極 め て

対 照 的 で あ る。付 言 す る な ら ば 、マ レー 保 留 地 法 に基 づ くマ レー 系 へ の 排 他 的 独 占権 の付 与

だ け で は な く、 立 法 化 され て い な い部 分 に 関 して も、 女 性 の 土地 保 有 に 対 して は もち ろ ん 、

規 制 ら しき もの が 全 く見 られ な い こ とがマ レー 半 島 の 土 地保 有 の 特 徴 な ので あ る。

イ ン ドの 土 地 保 有 の 最 後 の 大 き な特 徴 は 、 イ ナー ム と呼 ば れ る施 与 地 が あ る こ とで あ る。

イ ナ ー ム とい うの は 、 寺 やバ ラモ ン、僧 、書 記 、 両 替 人 、警 察 、床 屋 、 洗濯 人 等 、地 域 の 再

生 産 に 必 要 な 職 分 を 果 たす 者 に 対 して 与 え られ た 免 税 地 も しくは 特 恵 的 な 税 率 の 土 地 で あ

る。後 に記 す よ うに 、植 民地 支 配 下 で か な り整 理 統 合 され た の で あ るが 、そ れ で もネ イ ク ラ

ム村 の場 合 に は 、 寺 の イ ナ ー ム地 が72エ ー カー 余 を 占め る の に加 え、 占星 術 師 や 見 張 り人

そ の他 に も7エ ー カ ー が イナ ー ム 地 と され て い る。 これ は 、占 有 地 の3%程 度 の 数 字 で あ る。

埋 葬 地 以外 に は こ う した 特 別 扱 い の 土 地 が 見 られ な い ジ ャム ア ン村 とは 対 照 的 で あ る13。

定 す る もので は な い。 チ ャ ヤ ノ フの 議論 が あ ては ま る の は、 望 め ば誰 で も土地 を入 手 で きる と い う条件 が

存 在 す る地 域 のみ で あ って 、 イ ン ドの場 合 に は こ うした条 件 は 欠 けて お り、基 本 的 に適 用 で きな い と考 え

るべ き で あ る。 詳 しくは 、臨zushi皿a1983:74note6参 照 。

12な お
、 この 女性 土地 保 有者 の比 率 は、 その 後少 しず つ増 大 して い る。即 ち、1895年 、 且925年 の 時 点 で、

水 田地 帯で は439エ ー カー か ら1,147エ ー カ ー に 、 中間 地帯 で は450エ ー カー か ら632エ ー カ ー へ と増 大

して い る。 この 問題 にっ い て、 柳 沢 氏は 次 の よ うに 考察 して い る。 女性 へ の土 地移 動 は 、 主 と して 男性 の

相 続 者 で あ ろ う と推 定 され る者 へ の 土地 移 動 が無 い 場合 に起 こって い る。 逆 に い えば 、 男性 の 相 続者 が い

る場 合 に は、 女性 が 土地 を 相続 す るこ とは まれ で あ っ た とい うこ とで あ る[柳 沢1991:236-240]。 ネ イ ク

ラム 村や マ ングデ ィ村 の位 置す る乾燥 地 域 の数 値 が あ げ られ て いな い が 、.傾向 と して は 同 じで あ る。

13い わ ゆ る ワ ク フの 問題 が あ る が
、これ に っ いて は 筆者 は そ の分 布 に つ いて の 資料 を持 ち 合 わせ て い な い。
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両地域の差異についての考察

これまで二つの地域の土地保有の実態の違いについて見てきたが、それらの差異がどのよ

うな要因に基づくものであ り、両地域の間にある違いがどのような方向へ向かってきたのか

とい う問題を、以下に検討 したい。

まず第一は、両地域での植民地当局の政策目標の違いについてである。マレー半島の場合、

基本的には、人口の希薄な未開発地に入植 させ ようとい う方針の下で、開発 ・入植促進政策

としての土地制度が導入 された。マレー半島では、イン ドよりもはるかに希薄な人口である

にもかかわらず広大な未開の土地があり、社会的規制がないために土地は誰でも入手可能で

あった。また、当初から入植推進のために地税率も低かった。想定されていたのは、非マ レ

ー系移民を労働力として導入するプランターによる大規模入植 と
、マレー系農民を対象 とす

る小規模入植である14。植民地当局は、経済面では、錫輸出への関税収入の増加に加えて、

ヨーロッパ人のプランターや経営代理会社を軸 とした農業発展を狙い、政治面では、小農 と

して安定 した経営を営むマレー系農民を植民地支配の基礎に据えよ うと図ったのである。マ

レー半島の多くの地域は実質的に白紙の状態であったために、この意図は、ジャムアン村に

見 られたように、小農を中核 とした土地保有構造を実現するという形で達せ られたわけであ

る。

以前から人が住んでいた白紙の状態ではない地域においても、この意図の実現はさほど難

しいことではなかった。そこではプンフル と呼ばれる有力者がスルタンの下で統治的行為を

行っていたが、その支配の基盤も土地の排他的所有にあったわけではない。奴隷制、強制労

役など、土地よりも人への直接的支配がその根幹にあった。土地を排他的に独占しようとす

る発想や、あるいは地代を支配の実質的表現と考える発想がなかったために、土地所有とい

う意味ではほとんど白紙の状態で新たな土地保有権の設定が可能 となったのである15。

推 測 で あ る が、 ワ クフ 地 は主 に都 市部 に 分布 す るので は な い だ ろ うか。

里4後 者 に 関 して は
、例 えばイ ン ド人 を対 象 と した ミ ッシ ョナ リー系 の 集 団入 植 の 試み な ど、 非 マ レー 系農

民 の 入 植 もあ った が 、マ レー 系農 民の 小農 育 成 策 が基 本 で あ り、1913年 の マ レー 保 留 地 法 に よるマ レー 人

専 有 地 域 の設 定 も、 そ の延 長 上 の もの で あ る。

且,マ レー 農 民 の 「慣 習 的 土地 保 有 権」 の 問題 にっ い て
、著 名 な マ クス ウェル とス ウェ ッテ ナ ム との 論 争 が

あ る。前者 がそ の 存 在 を 主張 した の に対 して 、後者 はそ うした もの は そ もそ も存 在 しな か った と反論 した 。

この 論 争 を紹 介 して 分析 して い る ギー は 、マ クス ウェル に近 い 立場 を とって い る が[Ghee1976]、 しか しマ

クス ウ ェル の論 拠 は 極 めて 薄 弱 で あ る。 ス ウ ェ ッテナ ム との議 論 で は 、マ クス ウェル は マ レー 半 島 か ら論

拠 と な る事 実 を導 き 出す こ とが 出来 ず 、最 終 的 な 論拠 をイ ン ドや トル コで の イ ス ラム 的 土地 保 有 に 関す る

文 献 に求 め てい る。 論 争 自体 は 、 どち らの勝 利 と もな らず にマ クス ウェル の 転任 とい う形 で行 政 的 な決 着

がつ け られ た もの の 、 実際 には マ クス ウェル が 主 張す る よ うな慣 習 的 土地 保 有権 の存 在 は 証 明 され て い な

い と考 え るべ きで あ る。 詳 し くは 、Maxwel11894お よび 水 島1994b。
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領 域 的 支 配 とい う観 念 が な か っ た とい う こ とは 、別 の 見 方 をす る な らば 、支 配 され る住 民

側 に も領 域 観 念 が 薄 か っ た こ とを意 味す る。当 時 の 希 薄 な 人 ロ と移 動 性 の 高 さ、お よび 現 在

の集 落 の形 態 か ら類 推 して 、そ もそ もマ レー 社 会 に領 域 を媒 介 と した 共 同 体 意 識 が 存在 した

か ど うか 甚 だ し く疑 問 で あ る。こ の こ と は 、しか しマ レー の 世 界 観 で 領 域 観 念 が 全 く無 い と

い う こ とを意 味 しな い 。筆 者 は 、別 の機 会 に 、次 の よ うな マ レー 在 地 社 会 論 を提 示 した こ と

が あ る。即 ち 、マ レー 社 会 に お い て は 、聖 界 ・俗 界 ・霊 界 そ れ ぞ れ の 外 部 世 界 の 中 心 に メ ッ

カ ・スル タ ン の 宮 廷 ・宇 宙 が 位 置 し、この 外 部 世界 と 自 己が 生 き る内 部 世 界 との 間 に 、モ ス

ク ・バ ラ イ(プ ン フル の 合 議 所)・ ク ラマ ッ ト(祠)と い う緩 衝 空 間 が そ れ ぞ れ 設 定 され て

い た 。 そ して 、そ こ に イ マ ー ム ・プ ン フル ・ボ モ(ま た はパ ワ ン)と そ れ ぞ れ 呼 ばれ る メ デ

ィ ア が配 置 され 、内 部領 域 、づ ま り個 の領 域 が 守 られ て い た。マ レー 世 界 にお け る 在 地 社:会

とは 、個 が 、 こ う した 緩 衝 空 間 とメデ ィ ア に よ って 囲 まれ 保 護 され て い た 空 間 で あ る、 との

議 論 で あ る16。 この 議 論 をイ ン ドの そ れ と比 較 した 場 合 、そ こ に見 られ る 重 要 な違 い は 、 マ

レー 社:会にお い て は 、在 地 社 会 とは あ くま で 個 と外 部 世 界 とが1対1で 対 応 して い る世 界観

に お け る空 間 で あ り、在 地 社 会 領 域 を 媒 介 と した 他 の 個 との共 同性 が 存在 しな か った とい う

点 で あ る。そ れ は 、そ も そ も この 在 地 社:会が 具 体 的 な再 生産 単位 の 空 間 と して 機 能 す る よ う

な も ので はな く、 あ くま で 世 界 観 の 中 に のみ 存 在 した か らで あ ろ う。

この よ うな マ レー在 地 社 会 の 構 造 とそ こ にお け る個 の 存在 の 在 り方 を 見 た 場 合 に 、マ レー

半 島 で の 土地 制 度 は 、人 か ら土 地 へ 支 配 の 根 幹 を移 し、そ れ に よ っ て領 域 と具 体 的 空 間 を与

え る とい う意 味 で は 異 質 な もの で は あ っ た 。 しか し個 別 性 とい う点 に 限 っ て は 、後 に 述 べ る

イ ン ドの 場 合 と違 っ て さほ ど違 和感 の あ る もの で は な か っ た と言 え る か も しれ な い17。 そ し

て そ の こ とが 、他 の 要 因 もあ るに せ よ、土 地 保 有 構 造 を長 期 に わ た っ て安 定 させ て きた 大 き

な 要 因 と な っ て い る と考 え られ るの で あ る。

マ レー 半 島 で の植 民 地 支 配 が この よ うに 農 業 開 発 を 目指 した の に 対 して 、イ ン ドの 場 合 に

は 、未 開 の 土 地 を 開 発 して農 民 の入 植 を推 進 す る とい う発 想 は 強 く なか っ た18。既 に か な り

isMizushima1992
a

且7これ は あ くま で理 念 的 な 問題 を言 っ てい る の であ っ て、 現 実 の政 策 実施 に際 して は、 植 民地 当局 は 多 く

の障 害 に ぶ つ か って い る。 ク ラ トスカ は 、マ レー 半 島に 導入 され た 土地 制 度 が いか に 現 実の 土 地観 念 と無

縁 で あ った か とい う問題 を議 論 してい る が、 そ こ で彼 が 指摘 して い る 当局 に とって の 最 大の 聞題 は、 マ レ

ー 農 民 が 土 地証 書 に 全 く関心 を示 さず 、 喜ん で 土 地 を手 放 して 他 へ移 動 して しま う とい う事 態 で あ った 。

ク ラ トス カ に よれ ば 、 これ に は経 済 的 な 合理性 が あ った とい う。 土地 を抵 当 に入 れ て借 金 し、 それ を抵 当

流 れ に して しま うこ とは、 借 金 を返 す よ りもは る かに 有利 で あ った。 な ぜ な ら、 そ の借 金 を資 金 に して 、

申請 す れ ば 無料 で 手 に 入 る土 地 を新 規 に 開墾 す れ ば 、借 金 を返 済す る よ り もは るか に 利 益 が上 が っ た か ら

で あ る[Kratoska1985]。

18も ち ろ ん
、 地税 徴 収 額 の増 大 は 急務 の課 題 で あ った が、 そ の 課題 は 、新 規 開 発 よ りは む しろ、 村 内 に残
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の 人 口を抱 え て い た とい う事 実 を前 提 と して 、何 世 紀 に もわ た っ て 集 落 が 存 在 して き た 既 存

の地 域 で 、 地税 とい う名 の収 益 を最 大 限 に 吸 い 上 げ る た めの 土地 制 度 を 目指 した の で あ る。

国 家 と村 落 との 間 に存 在 して支 配 権 を行 使 す る 中間 階 層 を排 除 し、そ う して創 設 され た 国 家

的 土 地 所 有 の 下 で 農 民 的 土 地 保 有 を確 立 す る こ とが 目指 され 、既 に 本 稿 で 論 じて き た ラ イ ヤ

ッ トワー リー 制 が 導 入 され た わ け で あ る。

問 題 は 、この 農 民 的 土 地保 有 の 理念 と現 実 との 乖 離 で あ る。主 体 とな る べ き 「ライ ヤ ッ ト」

と して 実 際 に保 有 権 を 賦 与 され た の は、農 業 生 産 を 営む た め に保 有 権 の 設 定 を 求 め る全 て の

農 民 で は な く、納 税 主 体 とな る農 民 、即 ち村 落 の 支 配 コ ミ ュニ テ ィー(=カ ー ス ト)の 成 員

で あ っ た。彼 らに 排 他 的 に土 地 保 有権 が 与 え られ た が ゆ えに 、ネ イ ク ラ ム村 や マ ン グデ ィ村

で 見 られ た よ うに 、 出 発 の 時 点 で高 度 に い び つ な 土 地 保 有 分 布 とな っ た の で あ る。

土 地 制 度 施 行 前 の 生 産 関 係 が 、植 民 地 支 配 下 の 土 地 制 度 に 生 き残 る とい う問題 は 、免 税 地

の 問 題 とも 関 連 して い る。別 の稿 で詳 し く論 じた よ うに 、植 民 地 化 以 前 の 南 イ ン ド社 会 に お

い て は 、 ミー ラ ー ス 体 制 と呼 ば れ る在 地 社 会 の 再生 産 体 制 が 、数 世 紀 の 年 月 を経 て形 成 され

て き て い た19。 そ こで は 、在 地 社 会 の 再 生 産 に 必 要 な 様 々 な 職 分(書 記 、 占星 術 師 、僧 、寺 、

両 替 人 、洗 濯 人 、床 屋 等)と 在 地 社 会 で 生 産 され る生 産 物 に 対す る一 定 割 合 の 取 分 とが 一 体

化 し、 ミー ラー ス 権 と呼 ばれ る権 益 と化 して い た(免 税 地 も、土地 か ら本 来 国 家 に納 め られ

る 生 産 物 相 当分 を免 税 地 所 有 者 が 享 受 した の で あ るか ら、手 当 の一 種 と考 え て よい)。 こ の

ミー ラー ス権(職 分 と手 当)は 、相 続 ・売 買 ・抵 当 の 対 象 と な る ほ ど確 立 した 権 益 で あ った 。

さ らに 、 この ミー ラー ス体 制 は 、宗 教 規 制 や 婚 姻 規 制 、会 食 規 制 等 々 を 基礎 に 持 つ カ ー ス ト

制 と も結 び 付 い て い た た め に 、極 めて 長 期 に わ た っ て形 成 され 、強 固 に 存 続 して きた の で あ

る。

先 に 触 れ た 領 域 意 識 の 問題 と関 連 す るが 、ミー ラ ー ス 体制 は 、村 落 の 形 態 的 な 特 徴 と も連

関 して い た 。マ レー 半 島 の 場 合 に は 、河 沿 い に 一 つ の家 と家 との距 離 が 比 較 的 離 れ て散 村 形

態 で 住 居 が並 ぶ の が 普 通 で あ り、家 々 は 河 川 と並列 に配 置 され 、河 川 へ の 個 別 の ア クセ ス が

確 保 され て い た。村 と して の ま とま りに つ いて も 、確 か にモ ス ク か ら祈 りの 時 を告 げ る ビ ラ

ー ル の 声 が届 く範 囲 が ム キム と呼 ば れ る地 域 単 位 の 枠 付 け を 与 え る もの で あ る とい わ れ て

い るが 、そ れ は必 ず し も村 落 の 境 界 を明 示 的 に設 定 す る 要素 とは な らず 、現 在 にお い て も村

落 の 境 界 につ いて の意 識 は 明確 で は な い 。他 方 、南 イ ン ドの 場合 に は 、シ ヴ ァ寺 院 と ヴ ィ シ

ュ ヌ 寺 院 が 居 住 区域 の 東 西 端 に そ れ ぞ れ 配 置 され 、居 住 区域 が 空 間 的 に も世 界 観 の 上 で も明

確 に 設 定 され て い る。居 住 区 域 は 四角 い い わ ゆ る塊 村 形 態 が 一般 的 で 、一 方 に は 村 の支 配 力

る非 占有 地 を農 民 が新 た に 占有 す る こ とに よ って 達 成 され る と考 え られ て いた 。

19詳 し くは
、 水 島1990参 照.
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一 ス ト
、他 方 の極 に は 不 可 触 民 カ ー ス トが それ ぞ れ 暮 し、そ の 間 に 様 々 な カー ス トが 軒 を並

ぺ て い る。 この 空 間 意識 は 、村 落 全 体 の境 界 に つ い て も強 く認 識 され 、古 くか ら村 落 の 境 界

争 いが あ っ た こ とが そ れ を物 語 っ て い る20。

そ こ で問 題 に な るの は 、カ ー ス ト間 に大 き な違 い や 差 別 が あ る に も 関 わ らず 、そ れ ぞ れ の

カ ー ス トが独 自性 を も って 別 個 の 空 闘 に暮 らす の で は な く、一 応 の 区画 は あ る もの の 、集 落

全 体 と して は 多 数 が 狭 い 空 間 に集 ま っ て住 ん で い るの は な ぜ か とい う点 で あ る。これ に つ い

て は 、18世 紀 ま で の 戦 乱 の 時 代 にお け る防 衛 の た め とか 、水 へ の ア クセ ス の 故 とい う説 明

が あ る21。 そ れ ら の説 明 は確 か に 有 効 で あ るが 、 も う一 つ の 重 要 な要 因 と して 、在 地 社 会 の

再 生 産 活 動 の 独 自の 性 格 も考 慮 に入 れ る 必 要 が あ ろ う。即 ち 、再 生 産 活 動 は個 別 的 に 行 わ れ

る の で は な く、互 い に 排 他 的 な役 割 の分 担 が あ り、分 業 体 制 が 確 立 して い た とい う特 色 で あ

る。例 えば 、農 家 経 営 に つ い て も、それ が独 立 自営 農 と して は成 立 して お らず 、稲 作 で あれ

ば 、耕 起 、 田植 え、 草 取 り、揚 水 、刈 取 、運 搬 等 、 か な りの 労働 分 業 体 系 が 成 立 し、生 活 全

般 で言 え ば 、 家 畜 の 世 話(牛 飼 い 、 ヒツ ジ飼 い)、 人 間 の世 話(洗 濯 人 、 床 屋 、 皮 革:工)、

神 々 の 世 話(祭 司 、 ブ ラ ー フ マ ン)、 道 具 の 世 話(大 工 、鍛 冶屋 、金 銀 細 工師)、 行 政 の 世

話(書 記 、両 替 人 、測 量 人)な ど 、様 々 な職 分 を 担 う多 数 の カ ー ス トの 存 在 に よ っ て 再 生 産

が維 持 され て い た の で あ る。 四囲 の あ る空 間 の 中 で 、様 々 な排 他 的 ・独 占的 な サ ー ヴィ ス を

交換 しあ う者 が 固 ま っ て 生産 活 動 を 展 開 す る 場 所 、 そ れ が イ ン ドの村 な の で あ る。

これ に 対 して 、マ レー 半島 の 場 合 に は、農 業 生 産 にせ よそ れ 以 外 の 生産 に せ よ、性 的 分 業

は と もか く、イ ン ド的 な 分 業 労 働 は発 達 して い な い 。さ らに 、イ ン ドの よ うな 労働 へ の 貴 賎

観 念や 浄 ・不 浄 観 念 が な く、個 人 で 全 て の 作 業 を こ なす こ とに何 の 問題 もな か った 。 この よ

うな 生 産 活 動 の あ りか た の 違 い が 、両地 域 の村 落 景観 の 差 異 を もた ら した と考 え られ る の で

あ る22。

さて 、植 民 地 支 配 以 前 の時 期 に 一般 的 で あ っ た ミー ラー ス 体 制 と植 民 地 時 代 に導 入 され た

ラ イ ヤ ッ トワー リー 制 とは 、根 本 的 に異 な る も の で っ た 。一 言 で 言 うな らば 、前 者 は在 地社

会 で 生 産 され る生 産 物 全 体 へ の 取 分 が 基礎 に 、即 ち 在 地 社 会 全 体 の生 産 関 係 が表 現 され た も

の で あ っ た の に対 し、後 者 で は地 片 を 単位 と した生 産 関係 が 基 礎 とな っ た 。そ して 、ラ イ ヤ

ッ トワー リー 制 の 下で 、ミー ラー ス体 制 の 手足 とも 言 うべ き 様 々 な 取 分 は 地 税 の 中 に吸 収 さ

れ て 廃 止 され 、 免 税 地 は 整 理 統 合 され た 。 職 分 と本 来 そ れ に結 び 付 い て い た は ず の 権 益 は

20小 谷 注 之1989;109 -119 .

21確 か に
、 多 くの村 で は 、貯 水 池 の水 があ ふれ る土 地 の側 の 土 地 に居 住 区が ある。 また 、 古 い村 の 地 図 を

見 る と、 居 住地 近 辺 に井 戸 が あ る。

η 筆 者 の 限 られ た見 聞 で は あ るが
、 イ ン ドにお い て も、近 年 新 た に開 発 され た 空 間 で は、 住居 が 互 い に遠

く離 れ て 散在 す る散村 形 態 とな る傾 向 が 見 られ る。
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個 々 に 分離 され 、ミー ラー ス 体 制 は解 体 させ られ た の で あ る。結 局 、旧 来 の 在 地 社 会 で の社

会 的 勢 力 関係 は 、特 定 カ ー ス トに よ る地 片 の独 占 とい う形 で ライ ヤ ッ トワー リー 制 の 中 で か

ろ う じて表 現 され た だ け で あ っ た の で あ る。

この 制 度 的 変 更 は 、 ライ ヤ ッ トワ ー リー 制 の 下 で 、 そ の 後 ネ イ ク ラ ム村 や マ ン グデ ィ村

で 見 られ た 特 定 カ ー ス トの 土 地 独 占 の急 速 な 崩 壊 に 見 られ る よ うな 急 激 な 変 化 を生 じ させ

た 。重 要 な の は 、 この カ ー ス ト別 土 地 保 有 割 合 の激 変 は 、実 は 村 落 の 解 体 、カー ス トの解 体 、

親 族 ・家 族 の解 体 、そ して 個 別 化 へ とい う過 程 が 進行 した き た こ と を象 徴 して い るに 過 ぎな

い と い う点 で あ る。確 か に 、 この過 程 は 、い わ ゆ る近 代 化 一 般 の 過 程 の 中 で 生 ず る人 の 移 動

や 交 通 ・情 報 の 質 的 変 化 な ど、土 地 制 度 のみ に よ っ て もた ら され た も の で あ る とす る こ とは

出 来 な い か も しれ な い 。 しか し、な お か つ 、ラ イ ヤ ッ トワー リー 制 の持 つ 人 と人 との 間 の 関

係 を地 片 を め ぐ る権 利 関 係 へ と収 束 す る とい う性 格 が 、こ う した 過 程 を も た らす 大 き な 要 因

と な っ た こ とは 間 違 い な い23。

まとめ

以上の議論から、次のような結論が導き出される。マレー半島においても南イン ドにおい

ても、旧来の土地への観念 とは無縁な土地制度が実施された。マレー半島では、まさに絵に

書いたような農民的土地保有制度が導入され、マ レー保留地法の制定によって階層変動が抑

止 され、実施当初の構造があまり変化 しないまま現在まで維持されてきた。それは、この土

地制度が、元々領域を媒介 とした共同体意識の希薄で個別的な生産活動を営むマ レーの人々

の観念と、さほど違和感の無いものであったとい うことによる。他方、南イン ドでは、形態

的にはマ レー半島でのそれと酷似 した土地制度が導入されたものの、実態面では、旧来の生

産関係の一部を反映する形で実施され、その結果、農民的土地保有構造とは言い難い状況が

制度化された。旧来の地域社会の再生産体制を基礎 とした社会関係の一部がいびつな形で新

しい個別的な土地制度の中に組み込まれたことを意味す る。しか し、その後現在にいたる過

程で、この新制度の中に紛れ込んだ異質な要素は徐々に払拭 され、制度そのもののもつ個別

化原理によって大きな変化が生 じた。イギ リス植民地支配が同じ様な土地制度を実施 したに

もかかわらず、両者に大 きな違いが生 じたのは、このように解釈できると考えられる。

おこ の点 に つ い て
、 詳 し くは 水 島1990を 参 照
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